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議第３０号

　（総則）

第１条　令和４年度高島市水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　令和４年度高島市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

     新旭浄水場防災対策工事 千円 千円 千円

　（資本的収入および支出）

第３条　予算第４条本文括弧書中「不足する額２９２，１１８千円」を「不足する額２７４，４６４千円」に、「当年度分消費税および

　地方消費税資本的収支調整額２５，３５２千円」を「当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額２１，３６６千円」に、「過

　年度分損益勘定留保資金２６６，７６６千円」を「過年度分損益勘定留保資金２５３，０９８千円」に改め、資本的収入および支出の

　予定額を次のとおり補正する。

　第１款　資本的収入 千円 千円 千円

　　第１項　企業債 千円 千円 千円

　　第２項　出資金 千円 千円 千円

　　第４項　補助金 千円 千円 千円

（補正予定額） （計）　

　⑷　主要な建設改良事業

１６５，３００ △２６，２００ １３９，１００

２９０，３６７ △１１８，５４０ １７１，８２７

７４，１９５ △３０，８３３ ４３，３６２

（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）　

令和４年度高島市水道事業会計補正予算（第３号）案

収　　　　　入

４５１，７２３ △１００，８８６ ３５０，８３７

２１１，９２８ △４３，８５３ １６８，０７５

（既決予定額）
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　第１款　資本的支出 千円 千円 千円

　　第１項　建設改良費 千円 千円 千円

　（企業債）

第４条　予算第５条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

　　変　更

　新旭浄水場防災対策工事 千円 千円

　　　令和５年３月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高島市長　福　井　正　明　　

８７，１００ ６０，９００

補　正　前 補　正　後

限　度　額限　度　額
起　債　の　目　的

支　　　　　出

７４３，８４１ △１１８，５４０ ６２５，３０１

４７７，８７２ △１１８，５４０ ３５９，３３２
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